
保留地権利台帳に関する要綱 

 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、春日井市が施行する土地区画整理事業における保留地に関する権利

の記載制度について必要な事項を定めるものとする。 

 （記載する事項） 

第2条 保留地権利台帳（以下「台帳」という。）には、保留地（保留地予定地を含む。以

下同じ。）の表示又は譲受権（保留地の買受人が保留地を使用収益する権利及び換地処分

の公告の日の翌日に春日井市が原始取得する保留地所有権の移転請求権をいう。以下同

じ。）の設定、保存、移転、変更、制限について記載する。 

 （台帳の物的編成主義） 

第3条 台帳は、1筆の保留地に付き1用紙を備える。 

 （台帳の様式） 

第4条 台帳は、前条の1用紙を表題部（第1号様式）及び甲（第2号様式）乙（第3号

様式）の2区に分け、各区に事項欄、順位番号欄を設ける。 

 2. 表題部には、保留地の表示に関する事項を記載する。 

 3. 甲区事項欄には、譲受権の保存、移転及び変更に関する事項を記載する。 

 4. 乙区事項欄には、前項の譲受権に関する事項以外の事項を記載する。 

 5. 順位番号欄には、事項欄に事項を記載した順序を記載する。 

 （保留地の表示に関する事項） 

第5条 前条に規定する保留地の表示に関する事項とは次の各号に定めるとおりとする。 

  (1) 保留地の地区名、街区番号、区画番号、符号及び保留地となるべき土地の所在地 

  (2) 地積 

  (3) 原因及びその日付並びに記載の日付 

 （保留地の位置） 

第6条 保留地の位置は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）の規定に基づい 

て作成した換地図（当該図面の作成前においては、仮換地図をいう。以下同じ。）のとお

りとする。 

 （台帳の有効期限） 

第7条 台帳の有効期限は、土地区画整理法第１０７条第２項の規定に基づいて当該地区



の換地処分に伴う登記を完了後譲受権を有する者（以下「譲受権者」という。）に所有権

移転登記を行うまでとする。 

 （台帳事務の管掌者） 

第8条 台帳事務の管掌者（以下「台帳管掌者」という。）は、春日井市長とする。 

 （台帳等の保存期間） 

第9条 台帳の保存期間は、当該地区の換地処分の日から３０年間とする。 

  2. 甲区に記載する事項の申請書の保存期間は、当該地区の換地処分の日から１０年

間とする。 

 3. 乙区に記載する事項の申請書の保存期間は、当該事項が消滅した日から５年間と

する。 

 （台帳の謄本等の交付及び閲覧） 

第10条 台帳の謄本等の交付及び閲覧を請求する者は、保留地権利台帳謄本・抄本交付、

閲覧申請書（第３号様式の２）を提出しなければならない。 

 （台帳の持出禁止） 

第11条 台帳は、事変を避ける為その他特に市長が必要があると認める場合のほか庁外に

持ち出してはならない。 

 （申請主義の原則） 

第12条 台帳の記載は、この要綱において別に定める場合及び春日井市が保留地を最初に

売り払う場合を除いては、当事者の正規の手続による申請でなければ行うことができな

い。 

 （保留地の表示についての職権記載） 

第13条 保留地の表示に関する記載は、台帳管掌者が職権を持って行うことができる。 

 （共同申請の原則） 

第14条 台帳への記載の申請は、当該記載に係る権利者及び義務者が市役所に出頭して行

わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

 (共同申請の例外) 

第15条 次の各号のいずれかに該当する記載の申請は、当該各号に定める者のみにおいて

することができる。 

  (1) 判決若しくは収用又は相続による台帳名義人の変更申請  記載権利者 

  (2) 台帳名義人の表示の変更申請  台帳名義人 



  (3) 官公署が譲渡により譲受権を取得した場合の台帳名義人の変更  当該官公署 

 （滞納処分による差押の記載） 

第16条 滞納処分による差押の記載の申請をする場合において必要があるときは、官公署

は、台帳名義人又は相続人に代わり保留地の表示若しくは台帳名義人の表示の変更又は

相続による権利移転の申請をすることができる。 

 （台帳記載申請に要する書面） 

第17条 台帳記載の申請をする場合においては、次の各号に定める書面を提出しなければ

ならない。 

  (1) 申請書（第４号様式） 

  (2) 申請原因を証する書面 

  (3) 譲受権を有していることを証する書面 

  (4) 印鑑証明書 

  (5) 住民票（法人にあっては、資格証明書） 

  (6) 市区町村長が発行する身分証明書 

  (7) 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 

  2. 譲受権の移転に係る台帳の名義人の変更申請にあっては、前項に定めるもののほ

か、民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条の規定に従った債権譲渡通知書

及び保留地売買契約書の譲渡禁止の特約の解除を春日井市が承認した旨の書類

（以下「承認書」という。）を提出しなければならない。ただし、保留地を担保に

供することについて春日井市が別に定める金融機関等に対し信託的譲渡をする場

合にあっては承認書の提出を省略することができる。 

 （申請書の記載事項） 

第18条 申請書には、次の事項を記載し、申請人はこれに署名、押印しなければならない。 

  (1) 保留地の地区名、街区番号、画地番号、符号及び保留地となるべき土地の所在地

並びに地積 

  (2) 申請人の住所、氏名（申請人が法人である場合は、その名称及び事務所等の所在

地） 

  (3) 代理人で申請するときは、その氏名及び住所 

  (4) 申請の原因及びその日付 

  (5) 申請の目的 



  (6) 提出先の表示 

  (7) 提出年月日 

第 19 条 保留地の表示又は権利の保存若しくは移転の申請をする場合において譲受権者

が２名以上であるときは、その持分を記載しなければならない。 

 （相続に係る証明書の添付） 

第 20 条 申請原因が相続であるとき又は申請人が記載権利者若しくは記載義務者である

ときは、申請書に相続を証する市区町村長の書面又はこれを証するに足るべき書面を添

付しなければならない。 

 （台帳名義人の表示変更申請） 

第 21 条 台帳名義人の表示の変更申請をするときは申請書にその表示の変更を証する市

区町村長の書面又はこれを証するに足るべき書面を添付しなければならない。 

   2. 前項の申請については、第１７条の規定にかかわらず、同条第１項第３号、第

５号及び第６号に規定する書類を添付することを要しない。 

 （受付） 

第22条 台帳管掌者が申請書を受付けたときは、受付帳（第５号様式）に申請人、申請事

項、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 

 （記載の順序） 

第23条 台帳管掌者は、受付番号の順序に従って記載しなければならない。 

 （申請の却下） 

第24条 台帳管掌者は、次の場合にあっては、理由を付して申請を却下しなければならな

い。ただし、申請の欠陥が補正することにより治ゆされる場合において、申請人が即日

にこれを補正したときは、この限りでない。 

  (1) 申請事項が台帳に記載すべきものでないとき。 

  (2) 当事者が出頭しないとき。 

  (3) 申請書に記載されている保留地又は記載の目的とする権利の表示が台帳の記載

事項と抵触するとき。 

  (4) 申請書に必要な書面を添付していないとき。 

  (5) 台帳の甲区の部に関する事項の記載を申請する場合には、承認書の添付がないと

き。ただし、保留地を担保に供することについて、春日井市が別に定める金融機関

等に対して信託的譲渡をする場合を除く。 



  (6) 台帳の甲区の部に関する事項を申請する場合には、保留地売買代金が完納される

以前又は乙区の部に譲受権を制限する事項が有効に存するとき。 

  (7) 申請書に記載されている申請者の表示が台帳と符合しないとき。 

  (8) 申請書に記載された事項が申請原因を証する書面と符合しないとき。 

  (9) 台帳の表示に関する事項の申請書に記載された保留地に関する事項が台帳管掌

者の調査の結果と符合しないとき。 

 （台帳の記載事項） 

第25条 表題部に記載するときは、保留地の表示に関する事項、原因及びその日付並びに

その記載の年月日を記載して台帳管掌者印を押印しなければならない。 

   2. 事項欄に記載するときは、申請書受付の年月日、受付番号、権利者の氏名、住所、

原因、その日付、目的その他申請書に記載されている事項で記載すべき権利に関す

るものを記載して台帳管掌者印を押印しなければならない。 

 （順位番号の記載） 

第26条 事項欄に記載するときは、順位番号欄に番号を記載しなければならない。 

 （付記記載の順位番号の記載） 

第27条 付記による記載の順位番号を記載するときは、主記載の番号を用い、その番号の

下側に付記何号と記載しなければならない。 

 （権利変更の記載） 

第28条 権利の変更の記載をするときは、変更された記載事項を朱抹しなければならない。 

 （台帳名義人の表示変更の記載） 

第29条 台帳名義人の表示の変更の記載は、付記により行わなければならない。 

   2. 前項の記載をするときは、従前の表示を朱抹しなければならない。 

 （保留地譲受権証書） 

第30条 台帳管掌者が台帳に記載を完了したときは、保留地譲受権証書（第６号様式）を

作成するものとし、譲受権を有する者の請求により、これを交付するものとする。 

   2. 前項の保留地譲受権証書は、当該保留地に係る保留地売買契約書と引換えでなけ

れば交付してならない。 

 （新記載用紙への記載） 

第31条 台帳用紙の枚数が多過となり取扱いが不便となったときは、その事項を新用紙に

移すことができる。 



   2. 前項の場合において、表題部及び事項欄に移した台帳用紙の末尾に同項の規定に

より記載事項を移した旨及びその年月日を記載し、台帳管掌者印を押印しなければ

ならない。 

   3. 第１項の規定により記載事項を移したときは、従前の台帳用紙を閉鎖しなければ

ならない。 

   4. 第１項及び第２項の規定は、表題部又は各区の枚数が多過となり取扱いが不便と

なった場合に準用する。 

   5. 前項の規定により記載事項を移したときは、従前の表題部又は各区の用紙は閉鎖

した台帳用紙とみなす。 

第32条 台帳を移し、又は転写する場合においては、現に効力を有する事項のみを移し、

又は転写しなければならない。 

 （台帳の開設時期） 

第33条 新たに春日井市が保留地を売却したときは、台帳管掌者は、速やかに台帳の表題

部及び甲区欄に必要事項を記載してその保留地を台帳に開設しなければならない。 

 （所有権移転登記の権利者） 

第34条 換地処分後において不動産登記簿に所有者として登記される者は、当該登記時に

おいて台帳の甲区欄に譲受権者として有効に記載されている者とする。 

 （台帳への記載用具） 

第35条 台帳への記載には、証券用ボールペンを使用するものとし、その朱抹には、赤鉛

筆を使用するものとする。 

 （雑則） 

第36条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、昭和５７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、昭和６２年９月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年９月１日から施行する。 

 



   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年１２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の保留地権利台帳に関する要綱の規定に基づき作成

されている保留地権利台帳及び保留地譲受権証書は、改正後の保留地権利台帳に関する

要綱の規定に基づき作成された保留地権利台帳及び保留地譲受権証書とみなす。 

３ この要綱の施行の際、改正前の保留地権利台帳に関する要綱の規定に基づいて調製さ

れている用紙類は、改正後の保留地権利台帳に関する要綱の規定にかかわらず、当分の

間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。 



第１号様式（第4条関係） 

枚数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

 

表 
 
 
 
 
 
 

題 
 
 
 
 
 

部 
 
 
 
 

（
土 

地 

の 

表 

示
） 

所  在 
     尾 張 都 市 計 画 事 業    土 地 区 画 整 理 事 業 

（該当地     春日井市          ） 

街   区 

① 画   地 

（地   番） 

② 符 号 

 

③地       積 

       ㎡ 

原 因 及 び そ の 日 付 記 載 の 日 付 

 
 

（      ） 

 

     年  月  日   年  月  日 

 

 

（      ） 

    

  年  月  日 

 

 

（      ） 

    

  年  月  日 

 

 

（      ） 

    

  年  月  日 

 

 

（      ） 

    

  年  月  日 

（注） （地番）には、該当地番を記載する。 

 

 

No.      



第 ２ 号 様 式 （第 ４条 関 係）                                                         No.          
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第 ３号 様 式 （第 ４ 条 関 係）                                                         No.          
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区

 
 

 
 

 
 

 
(

譲

受

権

に
関

す
る
事

項

以

外

の
事

項

) 

順位

番号 
事 項 欄 

順位

番号 
事 項 欄 

順位

番号 
事 項 欄 

      

 



第４号様式（第１７号関係） 

その１ 

保留地権利台帳譲受権移転申請書 

１． 申請の目的 

２． 原   因 

３． 権利者 住 所 

       氏 名 

   義務者 住 所 

       氏 名 

４． 添 付 書 類 

      原因証書   保留地譲受権証書 

      印鑑証明書  住民票及び身元証明書 

      代理権限証書 

 

    年  月  日申請 

（宛先）尾張都市計画事業     土地区画整理事業 

施行者 春日井市 

代表者  春日井市長             

申請人  住 所 

                氏 名            ㊞ 

                住 所      

                氏 名            ㊞ 

保留地の表示 

尾張都市計画事業     土地区画整理事業 

       街区    画地   符号      ㎡ 

（保留地となるべき土地の該当地番 春日井市   町    番地） 

 

 



その２ 

保留地権利台帳名義人表示変更申請書 

１． 届出の目的 

２． 原   因 

３． 変更の内容   変更前 

           変更後 

４． 添 付 書 類 

      原因証書 

      印鑑証明書  代理権限証書 

５． 保留地の表示 

尾張都市計画事業     土地区画整理事業 

       街区    画地   符号      ㎡ 

（保留地となるべき土地の該当地番 春日井市   町    番地） 

    年  月  日申請 

（宛先）尾張都市計画事業     土地区画整理事業 

施行者 春日井市 

代表者  春日井市長             

申請人  住 所 

              氏 名            ㊞ 



その３ 

保留地権利台帳表題部変更申請書 

 記載変更の目的 

添 付 書 類 

   保留地売買契約書 

   地積測量図 

   印鑑証明書 

   代理権限証書 

 

        年  月  日申請 

（宛先）尾張都市計画事業     土地区画整理事業 

施行者 春日井市 

代表者  春日井市長             

申請人  住 所 

                  氏 名            ㊞ 

 

保

留

地

の

表

示 

所 在 
尾張都市計画事業      土地区画整理事業 

（ 該当地 春日井市    町      ） 

街区番号 
① 
（地  番） 

② 符 号 
   地     積 

原因及びその日付 
㎡  

 

（    ） 

    

 

（    ） 

    

 

（    ） 

    

 

③ 



第５号様式（第２２条関係） 

 

受付及び 
預 り 書 
番 号 

決 裁 欄 
申請人又は届出人 申請事項又は届出事項  受付年月日 

受付担 

当者印 

交付・取下 

却下年月日 
受領印 

課長 課長補佐 主査 担当 

 
    

○義  
     

審査    
○権  

 
    

○義  
     

審査    
○権  

 
    

○義  
     

審査    
○権  

 
    

○義  
     

審査    
○権  

 

注 ○義とは申請義務者 ○権とは申請権利者を示す。 

 

 



 第６号様式（第３０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 留 地 譲 受 権 証 書 

第      号 

 

              殿 

 本証書は、尾張都市計画事業      土地区画整理事業の施行に伴い創設される下記保留地に関し、末尾記載の契約条項から生ずる

一切の権利義務を有する       から     年  月  日付け債権譲渡通知により上記名義人がその権利義務を承継し、その

旨を施行者が保管する保留地権利台帳に記載されていることを証するものである。 

記 

１． 保留地の表示 

尾張都市計画事業      土地区画整理事業 

           街区     画地    符号      地積     ㎡ 

（保留地となるべき土地の該当地番   春日井市     町     番） 

       年  月  日 

尾張都市計画事業      土地区画整理事業 

施行者 春日井市 

     代表者 春日井市長 

注意事項 

１． 本保留地を第三者に譲渡する場合は、上記名義人が施行者春日井市の承認を得た後、民法第４６７条の規定に従い確定日付のある債権譲渡通知をしないこと

にはできません。 

２． 本証書を上記名義人以外の者が所持していても譲受権の効力はありません。 

３． 本証書は、第三者への譲渡及び担保に供する場合に是非必要な書類ですから注意して保管して下さい。 

４． 本証書を紛失されても再発行はいたしません。 

 

 



 

保 留 地 売 買 契 約 書 （ そ の ２ ）  

 

 尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業施行者春日井市(以下「甲」と

いう｡)と    (以下「乙」という｡)は、保留地の売買に関して、次のとお

り契約を締結する。 

  (売買土地) 

 第1条 甲は、末尾記載の土地(以下「本件土地」という｡)を現状有姿のま

ま乙に売却するものとする。 

  (売買代金) 

 第2条 売買代金は、金    円(1 平方メートル当たり    円)と

し、乙は保留地売買代金分割納付決定通知書に従って全額納付するものと

する。 

  (契約保証金) 

 第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として、金    円を

甲に納付しなければならない。 

 2 契約保証金は、第2条の売買代金の一部に充当するものとする。 

 3 契約保証金には、利子を付さない。 

  (延滞金) 

 第 4 条 乙が保留地売買代金分割納付決定通知書に定める納付を遅延し

たときは、納付期日の翌日から納付の日まで当該未納金額につき年6パー

セントの割合を乗じて計算した額の延滞金を甲に納付しなければならな

い。 

 2 前項の延滞金の額が500円未満である場合には、甲は、これを徴収し

ない。 

  (所有権移転登記) 

 第5条 本件土地の所有権移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第

119号。以下「法」という｡)第107条第2項の規定による換地処分に伴う

登記完了後に甲が行うものとする。 

  (売買代金の清算) 

 第6条 この契約締結後法第103条第4項の公告までの間において換地

計画における本件土地の地積に変更を生じたときは、増減地積に1平方メ

ートル当たり金    円を乗じて算出した額を清算するものとする。 

 2 前項の規定による変更があったときは、その変更後の地積をもってこ

の契約に基づく本件土地の面積とする。 

 

   (台帳記載) 

 第 7 条 甲は、第 5 条の登記ができるまでの間、乙を保留地譲受権者として、甲

が保有する保有地権利台帳に記載しなければならない。 

  (公租公課等) 

 第 8 条 この契約締結後の本件土地に対する公租公課及び所有権移転登

記に要する諸費用は、乙の負担とする。 

  (瑕疵担保等) 

 第9条 甲は、本件土地につき瑕疵担保及び危険負担の責を負わない。 

  (保留地の使用) 

 第10条 乙は、売買代金を完納したときから本件土地を使用収益するこ

とができる。 

  (権利の移動等) 

 第11条 乙は、第5条の規定による本件土地の所有権移転登記をする前

においては、甲の承認を得ないで、この契約から生ずる一切の権利義務を

第三者に譲渡することはできない。 

  (契約解除) 

第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。この場合において契約保証金は、甲に帰属する。 

  (1) 指定期日までに売買代金又は分納代金を納付しないとき、又は納付

の見込みがないと認めるとき。 

  (2) 契約条項に違反したとき。 

  (3) 契約解除の申し出があったとき。 

 2 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、甲の指定する期間

内に乙の負担により本件土地を現状に回復し、甲に引き渡さなければなら

ない。 

 3 甲は、前項の規定により本件土地の引渡しを受けたときは、既納の売

買代金又は分納代金を還付するものとする。 

 4 前項の還付金には利子を付さない。 

  (損害賠償) 

 第13条 前条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲

に損害があるときは、甲は乙に対し賠償の請求をすることができる。この

場合においては前条第3項の規定にかかわらず、甲は既納の売買代金又は

分納代金から損害金を差し引いて還付するものとする。 

  

  (名義変更等の申請) 

 第 14 条 この契約締結後所有権移転登記が完了する日までの間におい

て、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当事者は、甲が

定める保留地権利台帳に関する申請書をもって速やかに申請しなければ

ならない。 

  (1) 乙の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)又は氏名(法人に

あっては、名称)を変更したとき。 

  (2) 乙が死亡(法人にあっては、合併、分割又は解散)したとき。 

  (3) 甲の承認を得て、第三者にこの契約から生ずる一切の権利義務を譲

渡したとき。 

 2 乙が、前項の申請をしなかったために生じた損害については、甲はそ

の責を負わない。 

  (疑義の決定) 

 第15条 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議の上これを定める。 

  （特約事項） 

 

 

  この契約の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙双方記名、捺印の

上、各自1通を保有するものとする。 

      年  月  日 

 甲 尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業 

   施行者 春日井市 

   代表者 春日井市長          印 

 乙 住所 

   氏名                 印 

 本件土地の表示 

 尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業 

          街区     区画     符号 

                         m 2 

 (別添図面のとおり) 

 


